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は じ め に 

 本市では、高齢者や障害者をはじめとするすべての人

が、安全・快適に移動できる交通環境を整備するため、平

成 15 年３月に「鹿児島市交通バリアフリー基本構想（～

平成 22 年）」、平成 24 年３月に「鹿児島市新交通バリア

フリー基本構想（～令和２年度）」を策定し、重点整備地

区内の道路や旅客施設等のバリアフリー化に取り組んで

まいりました。 

 今日、少子高齢化が急速に進行する中、高齢者の自立と社会参加に向けた環境づく

りが強く求められるとともに、ノーマライゼーションの理念の社会への浸透により、

障害の有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の

実現が、これまで以上に重要視されております。 

 そのような状況の中、令和２年に改正された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」や、令和４年度からスタートする「第六次鹿児島市総合計画」

などを踏まえ、このたび、今後５年間の交通環境整備に係る取組方針等を示す「第三

次鹿児島市交通バリアフリー基本構想」を策定いたしました。 

 本構想では、重点整備地区における公共交通や道路、交通安全施設といったハード

面のバリアフリー化を引き続き進めるとともに、「心のバリアフリー」の実現に向け

た教育啓発にもこれまで以上に取り組むことで、「みんなにやさしい 安心・安全に

移動できるまちづくり」を積極的に推進することとしております。 

 本構想の推進にあたっては、関係事業者はもとより、市民の皆様とも一体となって

取り組んでまいりたいと考えておりますので、一層のご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 結びに、本構想の策定にあたり、熱心に議論を重ねていただきました第三次鹿児島

市交通バリアフリー基本構想策定協議会の皆様をはじめ、様々な機会を通じてご意見

やご助言をいただきました皆様方に心より感謝申し上げます。 

令和４年３月 

鹿児島市長  下鶴 隆央 
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